
   大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、不登校児童生徒がフリースクール等民間施設を利用するのに要する

経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、不登校児童生徒の学校以外の

場における学習等の機会を確保し、もって不登校児童生徒の社会的自立を支援すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律（平成２８年法律第１０５号）第２条第３号に規定する不登校児童生徒

をいう。 

 ⑵ 学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校をいう。 

 ⑶ フリースクール等民間施設 主として不登校児童生徒に対して学習活動、教育相談、

体験活動等の機会を提供することを目的として民間事業者等が設置し、及び運営する

施設（学校を除く。）であって、次のいずれにも該当するものをいう。 

  ア 不登校児童生徒に対する相談又は支援を行うために必要な設備、人員等を有して

いること。 

イ 指導の経過について保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に連携又は協力

関係を築くための体制の整備を行っていること。 

  ウ 施設の運営方針、利用に係る費用、指導の内容及び方法、相談及び指導の体制、

職員の配置等に関する事項が、あらかじめ規約等において明示され、かつ、公表さ

れていること。 

エ 施設の運営に当たり、利用者の安全の確保に配慮がなされていること。 

オ 不登校児童生徒の支援に関し、本市と連携及び協力を図るための体制を有してい

ること。 

カ 利用者に対する権利利益の侵害、虐待等の防止のため、必要な体制の整備を行っ

ていること。 

キ 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的として運営されるものでないこと。 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱による大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金（以下「補助

金」という。）の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

 ⑴ フリースクール等民間施設を利用する不登校児童生徒（次のいずれにも該当する者

に限る。以下「利用児童生徒」という。）の保護者であること。 

ア 本市に住所を有する者 



イ 第５条第１項の規定による申請を行う日前１か月以内において、在籍する学校の

学級での活動に７日以上参加していない者 

ウ 在籍する学校の長によりフリースクール等民間施設の利用をもって出席とみなす

取扱いが認められている者 

 ⑵ 本市に住所を有する者であること。 

 ⑶ 市税の滞納がない者であること。 

⑷ 国、滋賀県その他の公共団体から補助金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受け

ていないこと。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、フリースクール等民間施設を利用する年度（４

月１日から翌年の３月３１日までの間をいう。以下「補助対象年度」という。）における

フリースクール等民間施設の利用に要する経費（次に掲げるものを除く。以下「利用料」

という。）とする。 

⑴ 入会金、入学金その他の施設の利用の準備に係る経費 

 ⑵ 施設の利用に係る交通費 

 ⑶ 寮費、教材費、実習費、イベント参加費等の実費として負担する経費 

 ⑷ 施設の体験利用に係る経費 

 ⑸ その他第１条の目的に照らし市長が適当でないと認める経費 

２ 補助金の額は、フリースクール等民間施設を利用した月（以下「利用月」という。）ご

とに、次の各号に掲げる額のいずれか少ない方の額を算定し、これを補助対象年度にお

いて合算した額とする。この場合において、一の保護者につき複数の利用児童生徒があ

るときは、利用児童生徒ごとに算定するものとする。 

⑴ 利用月に係る分として補助対象者が負担した利用料の月額（利用料が年額によって

定められている場合にあっては、補助対象年度において補助対象者が負担した利用料

の総額を１２で除して得た額）に２分の１を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額） 

⑵ １０，０００円 

（交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４

条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市フリースク

ール等民間施設利用者支援補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 ⑴ フリースクール等民間施設の利用規約及び概要を明らかにした書面 

⑵ 利用契約書その他利用児童生徒がフリースクール等民間施設に通所していることを

明らかにした書面 

 ⑶ 大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業に係る利用証明書兼誓約書



（様式第２号） 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請書の送付があったときは、これを審査し、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 前項の場合において、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、その旨を大津市フ

リースクール等民間施設利用者支援補助金交付申請棄却（却下）決定通知書（様式第３

号）により行うものとする。 

３ 第１項の場合において、市長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、当該申請

をした者に対する通知を省略するものとする。 

（出席状況の報告等） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定保護者」

という。）は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該期間における当該利用児童生徒

のフリースクール等民間施設への通所状況を、当該各号に定める日（以下「報告期限」

という。）までに、市長に報告するとともに、教育支援センターに所属する公認心理師に

よる面談を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めると

きは、報告期限を変更することができる。 

 ⑴ ４月１日から７月３１日まで ８月３１日 

 ⑵ ８月１日から１２月３１日まで １月３１日 

 ⑶ １月１日から３月３１日まで ３月３１日 

２ 前項の面談は、教育支援センターにおいて、対面により実施するものとする。ただし、

市長が必要と認めるときは、市長が適当と認める方法により面談を行うことができる。 

３ 交付決定保護者は、第１項第３号に掲げる期間に係る報告の際に、当該補助対象年度

において交付決定保護者が負担した利用料の総額を併せて報告するものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第８条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市フリースクール等民間施設利用者

支援補助金交付決定取消通知書（様式第４号）又は大津市フリースクール等民間施設利

用者支援補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により行うものとする。 

 （補助事業の内容の変更等の承認） 

第９条 交付決定保護者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、速やか

に、大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業変更等承認申請書（様式第６

号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

⑴ 利用するフリースクール等民間施設を変更し、又は追加しようとするとき。 

⑵ フリースクール等民間施設の利用を終了しようとするとき。 

⑶ 利用するフリースクール等民間施設の利用期間を変更しようとするとき（前号に該

当するときを除く。）。 

２ 前項の報告書には、変更の内容を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付し



なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による報告書の送付があったときは、これを確認し、承認の可

否を決定するものとする。 

４ 市長は、前項の場合において、承認しない旨の決定をしたときは、大津市フリースク

ール等民間施設利用者支援補助事業変更等承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第７

号）により当該交付決定保護者に通知するものとする。 

（実績報告書） 

第１０条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津

市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業実績報告書兼請求書（様式第８号。以

下「実績報告書」という。）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 通所状況の報告書（様式第９号） 

⑵ 利用児童生徒がフリースクール等民間施設に通所した事実を明らかにした資料 

⑶ フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し、通帳の写しその他の補助対象

者が利用料を負担したことを明らかにした資料 

⑷ 利用料の内訳を明らかにした資料 

 （補助金の額の確定及び交付の請求） 

第１１条 規則第１５条の規定にかかわらず、補助金の額は、実績報告書により報告した

額で確定するものとする。 

２ 規則第１８条第１項の規定にかかわらず、補助金の交付の請求は、実績報告書により

なされたものとみなす。 

（事前交付請求） 

第１２条 市長は、交付決定保護者から請求があったときは、４月から８月までの期間に

おけるフリースクール等民間施設の利用について交付決定保護者が負担した部分（以下

「前期利用分」という。）に係る補助金を、市長が別に定める時期に交付することができ

る。 

２ 前項の請求を行おうとする交付決定保護者は、別に市長が定める時期までに、大津市

フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付請求書（様式第１０号）に前期利用分

に係る第１０条第２項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（取消通知書） 

第１３条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市フリースクール等民間施設利

用者支援補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１４条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市フリースクール等民間

施設利用者支援補助金返還通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

（その他） 



第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度市

長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年１月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者（保護者） 住  所  

   氏  名  

   電話番号 

 

大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金の交

付について次のとおり申請します。 

（ ふりがな ）  

児童生徒の氏名  

在籍する学校及び学年       学校  第   学年   組 

利用するフリースクール等

民間施設の名称 
 

利用期間 年   月   日 から   年   月   日まで 

個人情報の取扱いに係る同意 

補助金の交付の適否に係る審査のため、申請者及びその子の住民基本台帳の記録、登校状況等を照会及び閲覧

することに同意します。 

 

申請者（保護者）氏名                     （自署又は記名押印） 

誓約書 

私（申請者）は、補助金の交付を受けるに当たり、以下のことを誓約します。 

１ 学期ごとに教育支援センターに所属している公認心理師による面談を受けます。 

２ 私の子に原則月１回、教育支援センターに所属している公認心理師による面談を受けさせるよう努めます。 

３ 次に掲げる場合においては、あらかじめ市長の承認を受けます。 

⑴ 利用するフリースクール等民間施設を変更し、又は追加しようとするとき。 

⑵ フリースクール等民間施設の利用を終了しようとするとき。 

⑶ 利用するフリースクール等民間施設の利用期間を変更しようとするとき（前号に該当するときを除

く。）。 

４ 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けます。 

５ 大津市補助金等交付規則及び大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付要綱の規定を遵

守します。 

   年   月   日 

申請者（保護者）氏名                     （自著又は記名押印） 

添付書類 

⑴ フリースクール等民間施設の利用規約及び概要が分かる資料 

⑵ フリースクール等民間施設に通所していることが分かる資料（利用契約書等） 

備考 

生活保護を受けておられる御家庭は、担当ケースワーカーに相談していただきますようお願いします。 



様式第２号（第５条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業に係る利用証明書兼誓約書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

フリースクール等民間施設 名   称                  

所 在 地                  

代表者氏名                  

 

 下記の保護者が監護する児童生徒について、当施設に通所していることを証明します。

また、下記に掲げる誓約事項について誓約します。 

利用している児童生徒の保護者名  

利用している児童生徒名  

利用開始日  

誓約事項 

□ 不登校児童生徒に対する学習活動、教育相談、体験活動等の機会を提供することを主たる

目的として運営しています。 

□ 不登校児童生徒に対する相談又は支援を行うために必要な設備、人員等を有しています。 

□ 指導の経過について、保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に連携又は協力関係を

築くための体制を整備しています。 

□ 利用者に対する権利利益の侵害の防止のための必要な体制の整備を行っています。なお、

過去に子どもを対象とした性犯罪に関わったスタッフは雇用していません。 

□ 体罰その他の不適切な指導の防止のための必要な体制の整備を行っています。 

□ 利用者の安全の確保に配慮した運営を行っています。また、傷病、災害等が発生した場合

の危機管理マニュアルの作成に努めます。 

□ 大津市が開催する不登校児童生徒支援連絡会議（スクラム会議）に参加します。参加が難

しい場合には、他の方法をもって、大津市との連携及び協力を図る体制を整えます。 

□ 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的として運営する施設ではありません。 

□ 施設の運営に関し大津市から協議を求められた場合は、真摯に対応します。 

 

                             年  月  日 

フリースクール等民間施設名 

代表者名             印 



様式第３号（第６条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年 月 日付けで申請のあった大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金

について、次のとおり交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２

項の規定により通知します。 

 

児 童 生 徒 の 氏 名 

 

 

交 付 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付決定取消通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年  月  日付けで申請のあった大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助

金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項

の規定により通知します。 

 

児 童 生 徒 の 氏 名 

 

 

 

 

 

取 消 し を し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付決定変更通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年  月  日付けで申請のあった大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助

金について、次のとおり交付決定を変更したので、大津市補助金等交付規則第９条第５項

の規定により通知します。 

 

児 童 生 徒 の 氏 名 

 

 

 

決定内容又はこれに付した

条 件 を 変 更 す る 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 を し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業変更等承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   氏名              

 

年  月  日付けで交付の申請をした大津市フリースクール等民間施設利用者支援

補助事業の変更等の承認について、大津市補助金等交付規則第９条第１項の規定により次

のとおり申請します。 

 

児 童 生 徒 の 氏 名 

 

 

 

補助事業の変更等の内容 

 

 

 

 

 

 

変 更 等 を す る 理 由 

 

 

 

 

 

 

変 更 等 の 年 月 日 

 

 

       年    月    日                 

添 付 書 類 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業変更等承認申請棄却

（却下）決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付けで承認の申請のあった大津市フリースクール等民間施設利用者支

援補助事業の変更等について、次のとおり承認しないことと決定したので、大津市補助金

等交付規則第１３条第２項の規定により通知します。 

 

児 童 生 徒 の 氏 名 

 

 

 

 

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業実績報告書兼請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   氏名              

 

年  月  日付けで交付の申請をした大津市フリースクール等民間施設利用者支

援補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報

告します。 

月ごとの施設利用回数、利用

料及び補助額 
通所状況の報告書（様式第９号）のとおり 

補 助 金 の 既 交 付 金 額                      円 

補助事業の経費精算額及び

請 求 額 

（ 補 助 対 象 金 額 ） 

                     円 

添 付 書 類 

⑴ 利用児童生徒がフリースクール等民間施設に通所した

事実が分かる資料（通所記録など） 

⑵ フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し、通

帳の写しその他の補助対象者が利用経費を負担したこと

が分かる資料 

⑶ 利用料の内訳が分かる資料 

 

振

込

先 

 
 
 
 
 

金

融

機

関 

 

金 融 機 関 名 

 

 

      銀行・信用金庫・農協       支店 

 

口 座 番 号 

 

 普通 ・ 当座 

        

（フリガナ） 

口 座 名 義 

 （                      ） 

 

 

 



様式第９号（第１０条関係） 

通所状況の報告書（前期利用分・通年分） 

 

補助対象年度 年度 

申請者（保護者）氏名  

児童生徒の氏名  

利用するフリースクール等民間施設の名称  

 

月ごとの施設利用回数、利用料及び補助額 

 ４月 ５月 ６月 ７月 

利用回数 回 回 回 回 

利用料 円 円 円 円 

月ごとの補助額 円 円 円 円 

 

 ８月 ９月 １０月 １１月 

利用回数 回 回 回 回 

利用料 円 円 円 円 

月ごとの補助額 円 円 円 円 

 

 １２月 １月 ２月 ３月 

利用回数 回 回 回 回 

利用料 円 円 円 円 

月ごとの補助額 円 円 円 円 

 

補助対象金額 

Ａ 前期利用分（４月から８月まで） 円 

Ｂ 後期利用分（９月から翌年の３月まで） 円 

１年間を通じた合計（４月から翌年３月まで）（Ａ＋Ｂ） 円 

 

備考  

１ 月ごとの補助額の小計の欄には、利用料の月額（利用料が年額によって定められてい

る場合にあっては、年間の利用料の総額を１２で割った額）の２分の１の額（１円未満

の端数は切捨て）を記入してください。ただし、１月につき１万円を上限とします。 

２ 大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助事業実績報告書（様式第８号）の「補

助事業の経費精算額及び請求額」は、この表の「月ごとの補助額」を合算した額（補助

対象金額）と一致するようにしてください。 



様式第１０号（第１２条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付請求書（前期利用分） 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   氏名              

 

年  月  日付けで交付の申請をした大津市フリースクール等民間施設利用者支

援補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり請求

します。 

４月から８月までの月ごと

の施設利用回数、利用料及び

補助額 

通所状況の報告書（様式第９号）のとおり 

交 付 請 求 金 額 円                                     

添 付 書 類 

⑴ 利用児童生徒がフリースクール等民間施設に通所した

事実が分かる資料（通所記録など） 

⑵ フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し、通

帳の写しその他の補助対象者が利用経費を負担したこと

が分かる資料 

⑶ 利用料の内訳が分かる資料 
 

振

込

先 

 
 
 
 
 

金

融

機

関 
 

金 融 機 関 名 

 

 

      銀行・信用金庫・農協       支店 

 

口 座 番 号 

 

 普通 ・ 当座 

        

（フリガナ） 

口 座 名 義 

 （                      ） 

 

 

 



様式第１１号（第１３条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金交付決定取消通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付けで交付の申請のあった大津市フリースクール等民間施設利用者支

援補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９

条第４項の規定により通知します。 

 

交付決定（確定）金額                         円 

 

取 消 金 額 

 

円 

 

 

取 消 後 の 交 付 決 定 

（ 確 定 ） 金 額 

 

 

円 

 

 

 

 

取 消 し を し た 理 由 

 

 

 

 

 

                

 



様式第１２号（第１４条関係） 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金返還通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

大津市フリースクール等民間施設利用者支援補助金について、大津市補助金等交付規

則第２０条第 1項の規定により次のとおり返還を請求します。 

 

 

返 還 金 

 

                       円 

 

 

返 還 理 由 

 

 

 

 

 

返 還 期 限 

 

 

       年    月    日まで 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

 

                       円 

 

補 助 金 の 既 交 付 金 額 

及 び 交 付 年 月 日 

 

 

円 

       年    月     日 

 

交 付 確 定 金 額 

 

 

円 

                

（注）別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第

１項の規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されない

ときは、延滞金を納付しなければなりません。 


